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１　

条
例
制
定
に
至
っ
た
背
景
と
経
緯

（
１
）
神
戸
市
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
取
組

神
戸
市
で
は
、
昭
和
52
年
に
「
神
戸
市
民
の
福
祉

を
ま
も
る
条
例
」
を
制
定
し
、
市
民
・
事
業
者
・
市

の
協
働
に
よ
る
福
祉
都
市
づ
く
り
を
、
全
国
に
先
駆

け
て
推
進
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
平
成
７
年
に

は
、
災
害
時
の
要
援
護
者
対
策
に
本
格
的
に
取
り
組

む
き
っ
か
け
と
な
っ
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
発
生

し
、
高
齢
者
の
見
守
り
活
動
を
始
め
と
し
て
、
各
地

で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
参
加
に
よ
る
活
発
な
地
域
活
動

が
展
開
さ
れ
、
地
域
を
超
え
て
人
々
の
つ
な
が
り
が

深
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
震
災
復
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
ポ
ー

ト
ア
イ
ラ
ン
ド
を
拠
点
と
す
る
神
戸
医
療
産
業
都
市

構
想
が
進
め
ら
れ
、
現
在
で
は
約
４
０
０
の
先
端
医

療
の
研
究
機
関
や
高
度
専
門
病
院
群
、
企
業
や
大
学

の
集
積
が
進
ん
で
お
り
、
日
本
最
大
の
バ
イ
オ
メ

デ
ィ
カ
ル
ク
ラ
ス
タ
ー
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
取
組
が
評
価
さ
れ
、
平
成
28

年
９
月
に
、
神
戸
市
で
「
Ｇ
７
保
健
大
臣
会
合
」
が

開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
会
合
で
取
り
ま
と

め
ら
れ
た「
神
戸
コ
ミ
ュ
ニ
ケ（
神
戸
宣
言
）」で
は
、

認
知
症
高
齢
者
等
に
優
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
推
進

や
、
治
療
・
ケ
ア
の
奨
励
等
が
盛
り
込
ま
れ
、
認
知

症
の
人
と
共
に
暮
ら
し
、
そ
の
介
護
者
を
支
援
す
る

た
め
の
取
組
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
ま
し
た
。

先進・ユニーク条例【解説】

　神戸市は、「神戸市認知症の人にやさしい
まちづくり条例」を制定した（条例第21号
として平成30年４月施行ののち、同31年４
月に改正施行）。
　条例に基づき、個人市民税均等割の上乗せ
を財源として、認知症の早期受診を推進する
ための「診断助成制度」と認知症の人が外出
時などに事故を起こした場合に被害者を救済
する「事故救済制度」を組み合わせて実施す
る、全国初の取組（認知症「神戸モデル」）
を実施している。

（
２
）
認
知
症
の
人
が
起
こ
し
た
事
故
に
関
す
る
救

済
制
度
の
創
設

団
塊
の
世
代
が
75
歳
以
上
と
な
る
令
和
７
年
に

は
、
認
知
症
患
者
数
は
７
０
０
万
人
前
後
に
達
し
、

65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
約
５
人
に
1
人
を
占
め
る
見

込
み
で
す
。
認
知
症
は
、
年
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
て

有
病
率
が
増
加
す
る
も
の
で
、
誰
も
が
な
り
得
る
も

の
で
も
あ
る
た
め
、
今
後
は
、
認
知
症
の
人
と
と
も

に
暮
ら
す
こ
と
を
前
提
に
し
て
地
域
社
会
を
構
築
し

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
認
知
症
の
人
が
関
係
し
た
事
故
の
う

ち
、大
き
な
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た
も
の
と
し
て
は
、

平
成
19
年
12
月
に
愛
知
県
で
当
時
91
歳
の
認
知
症
の

人
が
線
路
に
立
ち
入
り
、
走
行
す
る
列
車
に
は
ね
ら

神
戸
市
保
健
福
祉
局
高
齢
福
祉
部
介
護
保
険
課
認
知
症
対
策
係
長
　
中
原　

啓
詞

兵庫県
神戸市

神
戸
市
認
知
症
の
人
に
や
さ
し
い 

ま
ち
づ
く
り
条
例
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れ
て
死
亡
し
た
事
故
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

こ
の
事
故
で
は
、
Ｊ
Ｒ
東
海
が
遺
族
に
対
し
て
振

替
輸
送
等
に
要
し
た
経
費
と
し
て
、
約
７
２
０
万
円

の
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
訴
訟
を
提
起
し
、
一
審
の

名
古
屋
地
裁
で
は
訴
額
の
全
額
、
二
審
の
名
古
屋
高

裁
で
は
訴
額
の
約
半
額
に
つ
い
て
Ｊ
Ｒ
東
海
の
請
求

が
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
平
成
28
年
、
最
高
裁
で
家

族
に
損
害
賠
償
義
務
は
な
い
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
判
決
に
は
、
家
族
に
対
す
る
温
情
的

な
判
断
と
す
る
見
方
が
あ
る
一
方
で
、
①
認
知
症
を

含
む
精
神
上
の
障
害
に
よ
る
責
任
無
能
力
者
が
事
故

を
起
こ
し
た
場
合
に
、
被
害
者
が
十
分
に
救
済
さ
れ

な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
②
認
知
症
の
人
の
身
近

で
介
護
す
る
方
が
（
民
法
第
７
１
４
条
に
基
づ
く
監

督
義
務
者
に
準
ず
る
者
と
さ
れ
）、
損
害
賠
償
請
求

を
受
け
る
可
能
性
が
高
く
な
る
と
い
っ
た
問
題
点
が

浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。

（
３
）
条
例
制
定
に
向
け
て

神
戸
市
で
は
、
Ｇ
７
保
健
大
臣
会
合
で
の
成
果
を

踏
ま
え
、
認
知
症
高
齢
者
が
起
こ
し
た
事
故
に
関
す

る
救
済
制
度
の
創
設
な
ど
、
新
た
な
試
み
を
実
現
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
知
症
に
な
っ
て
も
住
み
慣
れ

た
地
域
で
安
心
し
て
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
“
認
知

症
の
人
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
”
を
推
進
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
平
成
29
年
3
月
に
有
識
者
会
議

を
立
ち
上
げ
、
条
例
の
骨
子
や
認
知
症
「
神
戸
モ
デ

ル
」
の
構
築
に
向
け
た
審
議
を
通
じ
て
取
組
を
進
め

た
結
果
、
認
知
症
に
特
化
し
た
条
例
と
し
て
は
指
定

都
市
で
初
め
て
と
な
る
「
神
戸
市
認
知
症
の
人
に
や

さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
を
平
成
30
年
４
月
に
施

行
し
ま
し
た
。

そ
し
て
こ
の
条
例
の
施
行
後
、
事
故
救
済
制
度
の

規
定
を
更
に
整
備
す
る
と
と
も
に
、
予
算
措
置
に
関

す
る
条
例
改
正
を
行
う
た
め
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
を
平
成
30
年
９
月
～
10
月
に
行
い
ま
し
た
。
こ
の

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
で
は
、
認
知
症
「
神
戸
モ
デ

ル
」
の
仕
組
み
や
、
個
人
市
民
税
均
等
割
の
超
過
課

税
（
年
間
４
０
０
円
。
福
祉
目
的
の
実
施
は
全
国
で

初
め
て
）
を
行
う
こ
と
に
関
し
て
市
民
へ
の
説
明
や

理
解
を
深
め
る
た
め
、
募
集
期
間
中
、
毎
月
全
戸
に

配
布
し
て
い
る
「
広
報
紙
Ｋ
Ｏ
Ｂ
Ｅ
」
に
４
ペ
ー
ジ

の
特
集
記
事
を
入
れ
て
広
報
を
行
う
な
ど
、
積
極
的

な
意
見
聴
取
に
努
め
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
３
９
６

通
（
６
２
９
件
）
も
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
が
、

財
源
に
関
す
る
意
見
（
１
７
５
件
）
に
は
、
無
駄
な

事
業
を
削
っ
て
実
施
す
べ
き
等
、
増
税
自
体
を
否
定

す
る
意
見
が
見
受
け
ら
れ
た
一
方
で
、
新
た
な
制
度

運
営
の
た
め
に
社
会
全
体
で
広
く
負
担
す
る
こ
と
に

は
賛
成
と
の
意
見
も
多
く
あ
り
、
賛
否
は
分
か
れ
ま

し
た
が
、
認
知
症
「
神
戸
モ
デ
ル
」
の
創
設
に
関
し

て
は
、
肯
定
的
な
意
見
が
多
数
を
占
め
ま
し
た
。

２　

条
例
内
容
・
設
計
の
解
説

「
神
戸
市
認
知
症
の
人
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り

条
例
」
で
は
、
前
文
に
お
い
て
、
神
戸
市
に
お
け
る

こ
れ
ま
で
の
取
組
を
掲
げ
る
と
と
も
に
、
目
的
や
基

本
理
念
で
は
、
認
知
症
の
人
に
や
さ
し
い
ま
ち
の
実

現
を
目
指
す
こ
と
、
そ
し
て
認
知
症
の
人
と
そ
の
家

族
が
必
要
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
ま
ち
全
体

で
支
え
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

認
知
症
施
策
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
認
知
症
「
神

戸
モ
デ
ル
」
の
取
組
を
中
心
に
「
予
防
及
び
早
期
介

入
」・「
事
故
の
救
済
及
び
予
防
」・「
治
療
及
び
介
護

の
提
供
」・「
地
域
の
力
を
豊
か
に
し
て
い
く
こ
と
」

と
い
う
４
つ
の
柱
を
掲
げ
て
い
ま
す
（
図
１
参
照
）。

市
、
市
民
及
び
事
業
者
は
、
こ
の
４
つ
の
柱
に
沿
っ

た
施
策
を
協
力
し
て
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
認
知

症
の
人
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
努
め
る
も
の
と

し
て
い
ま
す
。

３　

条
例
を
基
に
し
た
取
組

（
１
）
認
知
症
「
神
戸
モ
デ
ル
」

神
戸
市
で
は
、
認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
が
住
み

慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
た
め

の
新
た
な
取
組
と
し
て
、
認
知
症
「
神
戸
モ
デ
ル
」

を
創
設
し
、
平
成
31
年
４
月
か
ら
全
面
的
に
運
用
を

開
始
し
て
い
ま
す
。

認
知
症
「
神
戸
モ
デ
ル
」
は
、
認
知
症
の
早
期
診
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断
を
促
す
た
め
の
「
診
断
助
成
制
度
」
と
、
認
知
症

の
人
が
事
故
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
被
害
者

を
救
済
す
る
た
め
の
「
事
故
救
済
制
度
」
を
組
み
合

わ
せ
た
取
組
で
す
。
特
に
、「
診
断
助
成
制
度
」
は
、

２
段
階
方
式
で
最
終
的
な
病
名
診
断
ま
で
自
己
負
担

な
し
で
受
診
で
き
る
こ
と
や
、「
事
故
救
済
制
度
」は
、

事
前
登
録
を
不
要
と
し
、
認
知
症
の
人
の
賠
償
責
任

の
有
無
を
問
わ
ず
に
給
付
す
る
見
舞
金
（
給
付
金
）

制
度
と
賠
償
責
任
保
険
の
「
２
階
建
て
方
式
」
に
よ

り
給
付
対
象
を
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
、
他
の
自
治

体
で
行
っ
て
い
な
い
特
徴
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（
2
）
診
断
助
成
制
度

認
知
症「
神
戸
モ
デ
ル
」の「
診
断
助
成
制
度
」は
、

65
歳
以
上
の
市
民
を
対
象
者
と
し
、第
１
段
階
の「
認

知
機
能
検
診
」
で
は
、
市
内
４
２
１
か
所
の
身
近
な

医
療
機
関
で
認
知
症
の
疑
い
の
有
無
を
見
る
た
め
の

検
診
を
行
う
こ
と
で
、
受
診
に
対
す
る
抵
抗
感
や
負

担
感
が
で
き
る
だ
け
軽
減
で
き
る
よ
う
に
努
め
て
い

ま
す
（
市
が
発
行
す
る
受
診
券
を
医
療
機
関
に
提
示

す
れ
ば
、
無
料
で
受
診
可
能
）。

第
２
段
階
の
「
認
知
機
能
精
密
検
査
」
で
は
、
市

内
65
か
所
の
専
門
的
な
医
療
機
関
で
認
知
症
の
病
名

（
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
、
血
管
性
認
知
症
、
レ

ビ
ー
小
体
型
認
知
症
等
）や
軽
度
認
知
障
害（
Ｍ
Ｃ
Ｉ
）

ま
で
最
終
的
な
診
断
を
行
っ
て
い
ま
す
（
保
険
診
療

に
よ
る
自
己
負
担
分
は
、後
日
助
成
金
と
し
て
返
金
）。

（
３
）
事
故
救
済
制
度

認
知
症「
神
戸
モ
デ
ル
」の「
事
故
救
済
制
度
」は
、

認
知
症
と
診
断
さ
れ
た
人
が
事
故
を
起
こ
し
た
場

合
、
損
害
賠
償
責
任
の
有
無
を
問
わ
ず
に
事
故
に

遭
っ
た
人
に
対
し
て
最
高
３
０
０
０
万
円
ま
で
救
済

を
行
う
「
見
舞
金
制
度
」
と
、
そ
の
後
、
損
害
賠
償

責
任
が
あ
っ
た
場
合
に
１
事
故
最
高
２
億
円（
人
身
・

物
損
）
ま
で
補
償
す
る
「
賠
償
責
任
保
険
制
度
」
に

よ
る
“
２
階
建
て
方
式
”
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

「
賠
償
責
任
保
険
制
度
」
は
、
事
故
以
前
に
認
知

症
の
人
が
診
断
を
受
け
て
保
険
に
加
入
し
て
い
る
こ

と
が
必
要
で
あ
り
、
事
故
を
起
こ
し
た
認
知
症
の
人

（
家
族
や
監
督
義
務
者
を
含
み
ま
す
。）
に
責
任
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
原
則
と
し
て
機
能
し

な
い
こ
と
か
ら
、
被
害
者
へ
の
賠
償
が
十
分
に
な
さ

れ
な
い
場
面
も
想
定
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
認
知

症
の
人
の
存
在
が
社
会
的
な
リ
ス
ク
要
因
と
み
な
さ

れ
、
様
々
な
態
様
を
持
つ
認
知
症
の
人
の
行
動
を
一

律
に
制
限
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
識
が
醸
成
さ
れ
か
ね

ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
神
戸
市
で
は
、
事
前
登
録
が
不
要
で
、

損
害
賠
償
責
任
の
有
無
を
問
わ
ず
に
支
給
す
る
独
自

の
「
見
舞
金
制
度
」
を
創
設
し
て
給
付
対
象
を
拡
大

す
る
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
場
合
で
救
済
さ
れ
る
こ

と
を
可
能
に
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
ま
で
の
支
給
実
績
は
３
件
（
見
舞
金

２
件
・
賠
償
責
任
保
険
１
件
）
で
す
が
、
い
ず
れ
も

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・世界保健機関(ＷＨＯ)、神戸医療産業都市、

大学、研究機関等との連携による取組み 

［情報提供、製品・サービスの開発支援等］ 

予防及び早期介入 

・早期診断体制の確立 

・認知症初期集中支援チームの全区実施 

・認知症疾患医療センターの拡充（５→７か所） 

 

治療及び介護の提供 

・認知症と診断された人による事故に関する 

救済制度の創設 

・認知症の疑いがある人の運転免許自主返納 

推進 

・移動手段の確保等、地域での生活支援 

 

事故の救済及び予防 

・交流できる環境や社会参加の場の整備 

・中学校区単位での認知症高齢者等への 

 声かけ訓練の実施 

・行方不明高齢者早期発見事業の実施 

・市民への啓発、児童・生徒への教育の推進 

地域の力を豊かにしていくこと 

図１　施策推進の４つの柱

先進・ユニーク条例
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数
千
円
か
ら
十
数
万
円
ま
で
の
少
額
の
案
件
で
あ

り
、
人
身
事
故
等
の
大
き
な
事
故
は
発
生
し
て
い
ま

せ
ん
。
事
故
を
起
こ
し
た
認
知
症
の
人
の
家
族
や
事

故
に
遭
っ
た
人
、
事
故
救
済
制
度
に
加
入
し
た
人
か

ら
は
、
保
険
制
度
の
存
在
で
安
心
し
て
外
出
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
と
の
意
見
が
多
く
あ
り
、
一
定
の
効

果
を
果
た
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
４
）
認
知
症
「
神
戸
モ
デ
ル
」
の
実
施
状
況

①　

認
知
機
能
検
診
（
第
１
段
階
）

・	

申
込
者
数
（
令
和
２
年
１
月
26
日
ま
で
）

　

１
万
３
０
４
３
人

※　

右
記
と
は
別
に
、
75
歳
以
上
の
市
民
約

23
万
人
に
受
診
券
を
発
送

・	

受
診
者
数
（
令
和
元
年
９
月
末
ま
で
）

　

８
７
１
８
人

②　

認
知
機
能
精
密
検
査
（
第
２
段
階
）

・	

受
診
者
数
（
令
和
元
年
９
月
末
ま
で
）

　

１
８
７
２
人

③　

実
施
医
療
機
関
（
令
和
２
年
１
月
現
在
）

・	

認
知
機
能
検
診
（
第
１
段
階
）
実
施
医
療
機
関
：

４
２
１
（
開
始
時
：
３
２
６
）

・	

認
知
機
能
精
密
検
査
（
第
２
段
階
）
実
施
医
療

機
関
：
65
（
開
始
時
：
53
）

※　

第
２
段
階
に
は
、
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン

タ
ー
７
か
所
を
含
み
ま
す
。

④　

事
故
救
済
制
度
申
込
状
況
（
令
和
２
年
１
月
26

図２　認知症神戸モデル（概要イメージ）
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日
現
在
）

・	
賠
償
責
任
保
険
申
込
者
数　

４
０
９
４
人

４　

課
題
と
今
後
の
展
望

本
条
例
は
、
認
知
症
「
神
戸
モ
デ
ル
」
の
取
組
を

中
心
と
し
て
、
認
知
症
の
人
が
地
域
で
安
心
し
て
暮

ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
“
認
知
症
の
人
に
や
さ

し
い
ま
ち
”
の
実
現
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

認
知
症
に
対
す
る
市
民
の
関
心
に
は
高
い
も
の
が

あ
り
、
市
職
員
が
地
域
に
出
向
き
説
明
す
る
出
前
講

座
の
中
で
は
今
年
度
最
も
希
望
が
多
い
テ
ー
マ
と

な
っ
て
お
り
、
１
月
ま
で
に
約
70
回
・
約
３
２
０
０

名
の
方
に
受
講
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

認
知
症
「
神
戸
モ
デ
ル
」
に
つ
い
て
は
、
今
後
も

更
な
る
普
及
に
向
け
た
啓
発
活
動
を
継
続
す
る
と
と

も
に
、診
断
を
受
け
た
認
知
症
や
そ
の
家
族
の
方
が
、

安
心
し
て
在
宅
で
生
活
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の

施
策
と
し
て
、
市
内
76
か
所
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
（
あ
ん
し
ん
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
）
を
軸
と
し

て
、
認
知
症
の
方
を
地
域
全
体
で
見
守
り
、
支
え
る

た
め
の
制
度
や
仕
組
み
を
今
後
も
更
に
充
実
さ
せ
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
今
後
は
、
認
知
症
「
神
戸
モ
デ
ル
」
の
取

組
が
他
の
自
治
体
に
も
広
が
り
、
最
終
的
に
全
国
的

な
制
度
と
し
て
整
備
さ
れ
れ
ば
、
規
模
の
経
済
性
が

発
揮
さ
れ
る
こ
と
で
、
現
行
コ
ス
ト
（
一
人
当
た
り

年
間
４
０
０
円
）
の
大
幅
な
低
減
も
可
能
と
な
る
と

考
え
て
い
ま
す
。
神
戸
か
ら
全
国
に
“
認
知
症
の
人

に
や
さ
し
い
ま
ち
”
に
向
け
た
取
組
が
広
が
る
こ
と

を
期
待
し
て
い
ま
す
。
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